
あけましておめでとうございます。 
 

 

 

 

 

 

           
   

 

 

     
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人負担の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H30.1.4 
 

 憲法 26 条に規定する教育を

受ける権利を実現させるために 

公教育制度が成立しています。 

 そして、教育費無償の原則の 

もと、学校運営にかかる経費は

設置（市町村）が負担すること

とされています。 

 ところが、現実の学校財務に

は、「公費」とは別に保護者負担

による「私費」が存在します。

「私費」の成り立ちについては、

受益者負担の考え方が採用され

ています。 

 東京都教育委員会は、公費と

私費の負担区分を、「学校運営費

標準」において示しています。 

 

 阿蘇市の教育予算も「学校運営費標準」の区分を事務処理 

の参考にしています。下記表は「個人負担の範囲一覧」です。 

 

学校運営費標準 



 

        給与のはなし  ７  
     

    
   

 

「人事委員会」は、専門的・中立的な立場から、人

事行政に関する事務を処理する合議制の組織です。 

地方公務員法８条には、人事委員会の機能が定め

られています。 

給与に関する事務として、 

① 給与、勤務時間その他の勤務条件、研修及び勤

務成績の評定、職員に関する制度の研究を行い、

その成果を議会および長に提出すること 

② 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべ

き措置について議会及び長に勧告すること 

③ 職員に対する給与の支払いを監理すること 

④ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措

置を執ること 

等があります。 

 

今年度も、県内の民間企業の給与等の状況を精確に 

調査、分析し、人事院が行う報告及び勧告、他の地方

公共団体の職員の給与等の状況等を総合的に勘案し、

報告及び勧告が実施されました。（平成 29年 10月 6

日通知）                       

   

 

  H２９ 熊本県人事委員会勧告 内容  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 給与改定については、１１月の県議会で勧告にもとづき、条例が改 

正されましたので、１２月２８日に差額が支給されました。 

 また、退職手当支給率も人事院勧告に従い、支給率が下がっています。 

（別途通知文が回覧されます。）  
 

人事委員会の役割 

給与改定・・民間給与との較差 

①  給料表改定 （H29.4 月～） 

１号給につき、８００円から２､５００円の増額 

②  子にかかる扶養手当（H29.4 月～） 

現行６，５００円  → ７，０００円 

③  期末手当及び勤勉手当 （H29．12 月～） 

年間支給率 ４．２０ → ４．４０ 

 

職員の人事・給与に関する今後の課題 

① 人事給与制度 

・能力及び実績に基づく人事管理の推進、多様で有

為な人材の確保及び育成、女性職員の登用等 

② 働き方改革と勤務環境の整備 

・総実勤務時間の縮減、職員の健康管理等 

③ 危機発生時の勤務条件 

④ 臨時職員等の勤務条件 

⑤ 県民からの信頼の確保 


